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【手続補正書】
【提出日】平成20年3月7日(2008.3.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２つのそれぞれが合着したチューインガムモジュール（１１、１２；２１、
２２、２３；３１、３２；４１、４２；５１、５２）を有するチューインガムタブレット
（１０、２０、３０、４０、５０）であって、該各チューインガムモジュールの少なくと
も１つがガムベースを含有する圧縮チューインガム顆粒を含んでおり、かつ該チューイン
ガムタブレットが該タブレットの少なくとも５重量％のガムベース含有量を有しており、
さらに該チューインガムタブレットが高度甘味料を含有していることを特徴とするチュー
インガムタブレット。
【請求項２】
　ガムベースを含有する圧縮チューインガム顆粒を含む前記各チューインガムモジュール
（１２、２３、３２、４２、５２）の少なくとも１つのガムベース含有量が、前記タブレ
ットの少なくとも１５重量％である請求項１に記載のチューインガムタブレット。
【請求項３】
　前記各チューインガムモジュール（１１、２１、３１、４１）の少なくとも１つが５重
量％未満のガムベース含有量を有している請求項１または２に記載のチューインガムタブ
レット。
【請求項４】
　前記各チューインガムモジュール（１１、２１、３１、４１）の少なくとも１つが実質
的にガムベースを含んでいない請求項１～３のいずれか一項に記載のチューインガムタブ
レット。
【請求項５】
　前記各チューインガムモジュールの少なくとも２つが異なる弾性を有している請求項１
～４のいずれか一項に記載のチューインガムタブレット。
【請求項６】
　前記の実質的にガムベースを含まない各チューインガムモジュールの少なくとも１つが
、前記のガムベースを含むチューインガムモジュールの可塑性または弾性とは実質的に異
なる可塑性または弾性を有している請求項１～５のいずれか一項に記載のチューインガム
タブレット。
【請求項７】
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　前記の実質的にガムベースを含まないチューインガムが主成分として甘味料を含んでい
る請求項１～６のいずれか一項に記載のチューインガムタブレット。
【請求項８】
　前記の主成分として甘味料を含むチューインガムモジュールが、前記タブレットを完全
または部分的に封止するチューインガムタブレットの被膜を形成している請求項１～７の
いずれか一項に記載のチューインガムタブレット。
【請求項９】
　前記の全てのチューインガムモジュールが圧縮により製造されたものである請求項１～
８のいずれか一項に記載のチューインガムタブレット。
【請求項１０】
　前記各チューインガムモジュールが圧縮により合体されている請求項１～９のいずれか
一項に記載のチューインガムタブレット。
【請求項１１】
　前記各チューインガムモジュールが異なる濃度または組成のガムベースを含んでいる請
求項１～１０のいずれか一項に記載のチューインガムタブレット。
【請求項１２】
　前記各チューインガムモジュールがタブレットの切片状の層である請求項１～１１のい
ずれか一項に記載のチューインガムタブレット。
【請求項１３】
　異なる各チューインガムモジュールが、タブレット中で分離されることを意図した各成
分を含んでいる請求項１～１２のいずれか一項に記載のチューインガムタブレット。
【請求項１４】
　前記各チューインガムモジュールの少なくとも２つが、少なくとも１つの分離層により
分離されている請求項１～１３のいずれか一項に記載のチューインガムタブレット。
【請求項１５】
　前記の実質的にガムベースを含まない各層の少なくとも１つの厚さが、少なくともタブ
レットの最小幅を２０で割ったものより大きい請求項１～１４のいずれか一項に記載のチ
ューインガムタブレット。
【請求項１６】
　前記の実質的にガムベースを含まない各層の少なくとも１つの厚さが、０．５ｍｍより
大きく、好ましくは０．７ｍｍより大きい請求項１～１５のいずれか一項に記載のチュー
インガムタブレット。
【請求項１７】
　前記各チューインガムモジュールが圧縮性チューインガム成分を基に製造されている請
求項１～１６のいずれか一項に記載のチューインガムタブレット。
【請求項１８】
　請求項１～１７のいずれか一項に記載のチューインガムタブレットの製造方法であって
、各チューインガムモジュールを、各モジュールを相互に圧縮することによって一体化す
ることを特徴とする製造方法。
【請求項１９】
　請求項１～１８のいずれか一項に記載のチューインガムタブレットの製造方法であって
、各チューインガムモジュールを一体化する際に、各チューインガムモジュールの少なく
とも１つを圧縮することを特徴とする製造方法。
【請求項２０】
　請求項１～１９のいずれか一項に記載のチューインガムタブレットの製造方法であって
、各チューインガムモジュールの少なくとも１つが活性成分を含むことでタブレットの各
チューインガムモジュール間の物理的または化学的相互作用を回避することを特徴とする
製造方法。
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